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社会保険労務士事務所 

今般、偽名の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届による健康保険被保険者証を交付していた事案が 

判明したことにより、事業主に対して資格取得時の本人確認の徹底が求められるようになりました。 

今回は、社会保険の被保険者資格取得時の本人確認の徹底について、ご紹介いたします。 

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。TEL．03-3526-427７ 

（（（（※※※※））））    20202020 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方であればであればであればであれば、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして基礎年金番号基礎年金番号基礎年金番号基礎年金番号をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。    

                年金手帳年金手帳年金手帳年金手帳のののの紛失等紛失等紛失等紛失等によりによりによりにより、、、、基礎年金番号基礎年金番号基礎年金番号基礎年金番号がわからないがわからないがわからないがわからない場合場合場合場合はははは、、、、    

年金手帳年金手帳年金手帳年金手帳のののの再交付再交付再交付再交付のののの申請申請申請申請をををを受受受受けてくださいけてくださいけてくださいけてください。。。。  

◇ 基礎年金番号が未記入（年金手帳再交付申請書を添付の方を除く）の場合は、 

資格取得届が一旦返却され、本人確認が求められます。 

◇ 基礎年金番号の未記入により資格取得届が返却されている間、及び 

本人確認ができない場合には、健康保険被保険者証の交付がされません。 


